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秋田県産業振興プラザ条例等の一部を改正する条例案について

産 業 労 働 部

１ 改正理由

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部

を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）による消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の一部改正及び秋田県県税条例の一部を改正する条例（平成２５年秋田県条例

第４０号）の一部の施行に鑑み、秋田県産業振興プラザ条例等の使用料の額を改定する

必要がある。

２ 改正内容

次の使用料の額を改定することとする。（詳細は一覧及び新旧対照表のとおり）

条例 使用料

秋田県産業振興プラザ条例 産業振興プラザ使用料

（平成１１年秋田県条例第７９号）

秋田県産業技術センター条例 産業技術センター使用料

（平成２３年秋田県条例第２３号）

秋田県金属鉱業研修技術センター条例 金属鉱業研修技術センター使用料

（平成２年秋田県条例第５０号）

秋田県工業用水道条例 工業用水道使用料

（昭和４１年秋田県条例第３８号）

３ 施行期日等

・この条例は、平成３１年１０月１日から施行することとする。

・ただし、平成３１年１０月以降に支払いを受ける同年９月分までの工業用水道使用料

については、従前の例による。

４ 使用料改定の統一基準

（１）共通事項

現行使用料の税抜き額に１.１を乗じて算出

（２）金額単位、時間単価等の統一

①原則として１０円単位に統一

②同一施設における「時間単価」、「面積単価」を原則として統一

③上記により大幅な改定となる場合は、必要な調整を行う

（改定率：０.９～１.１以内）
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使用料の改定一覧

創業支援室Ａ 21,600 22,000 1.02

創業支援室Ｂ 51,400 52,380 1.02

高機能開放研究室 97,800 99,630 1.02

開放研究室Ａ 69,800 71,130 1.02

開放研究室Ｂ 66,700 67,890 1.02

開放研究室Ｃ 44,400 45,260 1.02

視聴覚研修室（9:00～12:00） 9,750 9,900 1.02

視聴覚研修室（13:00～17:00） 13,000 13,200 1.02

視聴覚研修室（9:00～17:00） 22,750 23,100 1.02

研修室Ｂ（9:00～12:00） 1,200 1,110 0.93

研修室Ｂ（13:00～17:00） 1,600 1,480 0.93

研修室Ｂ（9:00～17:00） 2,800 2,590 0.93

展示室 1,350 1,360 1.01

視聴覚研修室 附属設備（映像
装置）

2,100 2,150 1.02

視聴覚研修室 附属設備（同時
通訳装置）

1,600 1,620 1.01

研修室Ａ 附属設備（オーバー
ヘッドプロジェクター）

520 530 1.02

研修室Ａ 附属設備（拡声装置） 520 530 1.02

電波暗室 9,550 9,740 1.02

機械器具
31,100
以内

31,640
以内

1.02

研修室（9:00～12:00） 1,050 1,020 0.97

研修室（13:00～17:00） 1,350 1,360 1.01

研修室（9:00～17:00） 2,400 2,380 0.99

会議室（9:00～12:00） 1,050 1,020 0.97

会議室（13:00～17:00） 1,350 1,360 1.01

会議室（9:00～17:00） 2,400 2,380 0.99

宿泊室Ａ 5,700 5,830 1.02

宿泊室Ｂ 7,350 7,480 1.02

宿泊室Ｃ 8,400 8,580 1.02

宿泊室Ｄ 8,950 9,130 1.02

機械器具
4,300
以内

4,400
以内

1.02

※工業用水道使用料については、工業用水道の基本料金又は超過料金に乗じる率を１．０８

　から１．１に改正するものである。

改定率

使用料

秋田県金属鉱業
研修技術センター

改定
（１０％）

秋田県産業振興
プラザ

秋田県産業技術
センター

施設・設備 現行
（８％）
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秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新
旧

別
表
（
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

別
表
（
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

区
分

使
用

料
の

額
区

分
使

用
料

の
額

創
業
支
援
室
Ａ

一
室
一
月
に
つ
き

二
二
、
〇
〇
〇
円

創
業
支
援
室
Ａ

一
室
一
月
に
つ
き

二
一
、
六
〇
〇
円

創
業
支
援
室
Ｂ

一
室
一
月
に
つ
き

五
二
、
三
八
〇
円

創
業
支
援
室
Ｂ

一
室
一
月
に
つ
き

五
一
、
四
〇
〇
円

備
考

略
備
考

略

秋
田
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新
旧

別
表
（
第
四
条
関
係
）

別
表
（
第
四
条
関
係
）

一
施
設
使
用
料

一
施
設
使
用
料


高
機
能
開
放
研
究
室
及
び
開
放
研
究
室


高
機
能
開
放
研
究
室
及
び
開
放
研
究
室

区
分

使
用
の
単
位

使
用
料
の
額

区
分

使
用
の
単
位

使
用
料
の
額

高
機
能
開
放
研
究
室

一
室
一
月
に
つ
き

九
九
、
六
三
〇
円

高
機
能
開
放
研
究
室

一
室
一
月
に
つ
き

九
七
、
八
〇
〇
円

開
放
研
究
室
Ａ

七
一
、
一
三
〇
円

開
放
研
究
室
Ａ

六
九
、
八
〇
〇
円

開
放
研
究
室
Ｂ

六
七
、
八
九
〇
円

開
放
研
究
室
Ｂ

六
六
、
七
〇
〇
円

開
放
研
究
室
Ｃ

四
五
、
二
六
〇
円

開
放
研
究
室
Ｃ

四
四
、
四
〇
〇
円

備
考

略
備
考

略



に
掲
げ
る
施
設
以
外
の
施
設



に
掲
げ
る
施
設
以
外
の
施
設

使
用

料
の

額
使

用
料

の
額

使
用
の

午
前
九
時
か

午
後
一
時
か

午
前
九
時
か

使
用
の

午
前
九
時
か

午
後
一
時
か

午
前
九
時
か

区
分

単
位

ら
正
午
ま
で

ら
午
後
五
時

ら
午
後
五
時

区
分

単
位

ら
正
午
ま
で

ら
午
後
五
時

ら
午
後
五
時

ま
で

ま
で

ま
で

ま
で
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視
聴
覚
研
修

一
室
に

九
、
九
〇
〇

一
三
、
二
〇

二
三
、
一
〇

視
聴
覚
研
修

一
室
に

九
、
七
五
〇

一
三
、
〇
〇

二
二
、
七
五

室
つ
き

円
〇
円

〇
円

室
つ
き

円
〇
円

〇
円

略
略

略
略

略
略

略
略

研
修
室
Ｂ

一
、
一
一
〇

一
、
四
八
〇

二
、
五
九
〇

研
修
室
Ｂ

一
、
二
〇
〇

一
、
六
〇
〇

二
、
八
〇
〇

円
円

円
円

円
円

略
略

略
略

略
略

略
略

展
示
室

一
日
に

一
、
三
六
〇
円

展
示
室

一
日
に

一
、
三
五
〇
円

つ
き

つ
き

備
考

略
備
考

略


視
聴
覚
研
修
室
及
び
研
修
室
Ａ
の
附
属
設
備


視
聴
覚
研
修
室
及
び
研
修
室
Ａ
の
附
属
設
備

区
分

使
用
の
単
位

使
用
料
の
額

区
分

使
用
の
単
位

使
用
料
の
額

視
聴
覚
研
修
室

映
像
装
置

一
式
一
時
間

二
、
一
五
〇
円

視
聴
覚
研
修
室

映
像
装
置

一
式
一
時
間

二
、
一
〇
〇
円

同
時
通
訳
装
置

に
つ
き

一
、
六
二
〇
円

同
時
通
訳
装
置

に
つ
き

一
、
六
〇
〇
円

研
修
室
Ａ

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ

一
式
一
回
に

五
三
〇
円

研
修
室
Ａ

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ

一
式
一
回

五
二
〇
円

ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク

つ
き

ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク

に
つ
き

タ
ー

タ
ー

拡
声
装
置

五
三
〇
円

拡
声
装
置

五
二
〇
円

備
考

略
備
考

略

二
設
備
使
用
料

二
設
備
使
用
料

区
分

使
用
の
単
位

使
用

料
の

額
区
分

使
用
の
単
位

使
用

料
の

額

電
波
暗
室

一
時
間
に
つ
き

九
、
七
四
〇
円

電
波
暗
室

一
時
間
に
つ
き

九
、
五
五
〇
円

機
械
器
具

一
基
一
時
間
に

三
一
、
六
四
〇
円
を
超
え
な
い
範

機
械
器
具

一
基
一
時
間
に

三
一
、
一
〇
〇
円
を
超
え
な
い
範

つ
き

囲
内
で
規
則
で
定
め
る
額

つ
き

囲
内
で
規
則
で
定
め
る
額

備
考

略
備
考

略
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秋
田
県
金
属
鉱
業
研
修
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

新
旧

別
表
（
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

別
表
（
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

一
施
設
使
用
料

一
施
設
使
用
料


研
修
室
及
び
会
議
室


研
修
室
及
び
会
議
室

使
用

料
の

額
使

用
料

の
額

区
分

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
か
ら

午
前
九
時
か
ら

区
分

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
か
ら

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
ま
で

正
午
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
ま
で

研
修
室

一
、
〇
二
〇
円

一
、
三
六
〇
円

二
、
三
八
〇
円

研
修
室

一
、
〇
五
〇
円

一
、
三
五
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

会
議
室

一
、
〇
二
〇
円

一
、
三
六
〇
円

二
、
三
八
〇
円

会
議
室

一
、
〇
五
〇
円

一
、
三
五
〇
円

二
、
四
〇
〇
円


宿
泊
室


宿
泊
室

区
分

使
用
料
の
額
（
一
人
一
泊
に
つ
き
）

区
分

使
用
料
の
額
（
一
人
一
泊
に
つ
き
）

宿
泊
室
Ａ

五
、
八
三
〇
円

宿
泊
室
Ａ

五
、
七
〇
〇
円

宿
泊
室
Ｂ

七
、
四
八
〇
円

宿
泊
室
Ｂ

七
、
三
五
〇
円

宿
泊
室
Ｃ

八
、
五
八
〇
円

宿
泊
室
Ｃ

八
、
四
〇
〇
円

宿
泊
室
Ｄ

九
、
一
三
〇
円

宿
泊
室
Ｄ

八
、
九
五
〇
円

備
考

略
備
考

略

二
設
備
使
用
料

二
設
備
使
用
料

区
分

使
用
料
の
額
（
一
基
一
時
間
に
つ
き
）

区
分

使
用
料
の
額
（
一
基
一
時
間
に
つ
き
）

機
械
器
具

四
、
四
〇
〇
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定

機
械
器
具

四
、
三
〇
〇
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定

め
る
額

め
る
額

備
考

略
備
考

略
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秋
田
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
改
正
（
第
四
条
に
よ
る
改
正
）

新
旧

（
料
金
の
徴
収
）

（
料
金
の
徴
収
）

第
九
条

略
第
九
条

略

２
料
金
の
額
は
、
別
表
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
一
・
一

を
乗
じ
て
得
た
額

２
料
金
の
額
は
、
別
表
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
一
・
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
金
額
を
切
り
捨

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
た
額
）
と
す
る
。

て
た
額
）
と
す
る
。

３
略

３
略
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